
○庶務担当課長会議設置要綱の制定について（通達） 

（昭和 57 年４月７日沖例規務第４号） 

改正 平成 20 年 12 月沖例規務第５号 令和３年３月 31 日沖例規務第 13 号

警察本部内の庶務担当課長会議の運用については、各部庶務担当課長会議設置要綱

（昭和 48 年７月 30 日付沖務第 745 号。以下「旧要綱」という。）に基づき実施してき

たところであるが、旧要綱の制定以来８年が経過し、その間、組職の改編等があり、実状

に沿わない点がある。また、これまで、同会議は、他部門との連絡調整だけにとどまり、

公安委員会提案報告事項、部長会議提案報告事項の事前討議等が十分になされていないな

ど、会議設置の趣旨が十分生かされない面があつた。 

 そこで、この度同要綱を改正し、別添のとおり「庶務担当課長会議設置要綱」を制定し

て、警察業務の円滑、適正な執行を図ることにしたから、警察本部の各所属にあつては、

会議の適正な運用を期されたい。 

別添 

 庶務担当課長会議設置要綱 

第１ 目的 

沖縄県警察運営上の諸施策に関する総合調整を行い、警察行政の適正かつ能率的運

営を図るため、警察本部に庶務担当課長会議（以下「会議」という。）を設置する。 

第２ 任務 

会議においては、次に掲げる事項について調整又は討議を行うものとする。 

（１） 公安委員会提案報告事項 

（２） 部長会議提案報告事項 

（３） 協議調整事項 

（４） その他連絡事項 

第３ 構成 

１ 会議の構成は、次に掲げる職にある者とする。 

（１） 警務部総務課長 

（２） 警務部警務課長 

（３） 警務部会計課長 

（４） 生活安全部生活安全企画課長 

（５） 地域部地域課長 

（６） 刑事部刑事企画課長 

（７） 交通部交通企画課長 

（８） 警備部警備第一課長 

（９） 情報通信部通信庶務課長 

２ 構成員に事故があり、会議に出席できないときは、各部長があらかじめ指名する各部

の課長（室長、所長及び隊長等を含む。）が出席するものとする。ただし、警務部会

計課長に事故あるときは、警務部会計課職員が代理出席するものとする。 

第４ 主宰者 

１ 会議の主宰者は、警務部警務課長（以下「警務課長」という。）とする。 

２ 警務課長に事故あるときは、生活安全部生活安全企画課長がこれを行う。 



第５ 会議 

会議は、毎週月曜日（沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例（昭和 4

7 年沖縄県条例第 43 号）に規定する休日に当たるときはその翌日）に開催する。ただ

し、主宰者が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。 

第６ 提案事項 

庶務担当課長は、会議に提案事項があるときは、別記様式により会議の前週の金曜

日までに主宰者に提出しなければならない。 

第７ 報告 

庶務担当課長は、会議において調整又は討議した事項については、所属の部長に報

告するとともに、部内課長会議等を開催し、当該会議の討議事項等を伝達するものと

する。 

第８ 事務 

１ 会議に関する事務は、警務部警務課において処理する。 

２ 警務課の事務担当者は、会議内容を会議録に記録するなど、その経過を明らかにして

おかなければならない。 

第９ 実施 

この要綱は、昭和 57 年４月 12 日から実施する。 

附 則（令和３年３月 31 日沖例規務第 13 号） 

別記様式（第６関係） 

庶務担当課長会議提案事項 

[別紙参照] 


